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「地域エネルギー供給拠点整備事業」に関する経済産業省からの 
協力依頼について（情報提供） 

 
 平成２２年度から経済産業省において「地域エネルギー供給拠点整備事業」を実

施しており、給油取扱所の地下埋設タンク等のうち一定の要件を満たすものの撤去

並びに入換工事、内面ライニングの施工及び電気防食システムの設置を行う場合、

その工事に係る費用の一部について補助を受けることができるとされています。 
 今般、経済産業省から別紙のとおり当該補助事業の申請書類に関すること及び電

気防食システムの完成検査時に電気防食電位を確認することについて、協力の依頼

がありました。 
 当該補助事業に係る補助金申請時に、給油取扱所の設置又は変更許可申請書等の

関係書類の提出が必要とされていますが、諸般の事情により当該書類が紛失されて

いる場合には、「市町村長等が当該給油所の設置・変更に係る許可・検査を行った

内容と照合した書類」の提出をもって所定の書類に代えることも可能とされていま

す。また、当該補助事業を実施するにあたり、電気防食システムの設置が適正に行

われたことを確認することが必要であり、電気防食システムの設置に係る完成検査

の際に、対地電位の確認等を実施することが有効とされています。 
 貴職におかれましては、当該補助事業により内面ライニング等の措置が円滑に進

められるよう、地下貯蔵タンク構造及び設置年月日の照合及び電気防食システム完

成検査時における電気防食電位の確認の実施等に御配慮くださいますようお願い

します。 
 また、各都道府県消防防災主管部長におかれましては、貴都道府県内の市町村に

対してこの旨周知くださいますようお願いします。 

殿 

（連絡先） 
消防庁危険物保安室 
担当：加藤補佐、竹本係長 
TEL 03-5253-7524 
FAX 03-5253-7534 



平成２２年６月１６日 
 

総務省消防庁危険物保安室長 殿 
 
 

経済産業省資源エネルギー庁 
資源・燃料部 石油流通課長 

 
「地域エネルギー供給拠点整備事業」に関する協力依頼について 

 
平素お世話になっております。 
当庁では、平成２２年度より、地域における石油製品の安全かつ効率的な安定供

給体制の確保を目指すため、給油所撤退における地下埋設タンク等の放置を防止す

るとともに、石油製品の供給不安地域等において給油所が事業継続を行えるよう支

援することを目的として、給油所の地下埋設タンク等の撤去並びに入換、内面ライ

ニング施工及び電気防食システム設置に係る工事費用の一部を補助する「地域エネ

ルギー供給拠点整備事業」を実施することとしております。 
 
この補助事業のうち、地下埋設タンク等の入換、内面ライニング及び電気防食の

補助申請に当たっては、給油所経営者等に対して、以下に掲げる３点の消防関係書

類を提出することを求めております。 
（１） 消防法に規定する地下埋設タンクを設置した時点の「危険物取扱所設置

許可申請書」写し、又は「危険物取扱所変更許可申請書」写し。 
（２） 上記申請書に添付する「地下タンク貯蔵所構造設備明細書」（構造・ 

材質の記述があること）写し。ただし「地下タンク貯蔵所構造設備明細書」

に記述が無い場合は、構造・材質の記述がある配管図とする。 
（３） 当該許可申請に係る消防法に規定する「完成検査済証」写し。 
これらは、本来給油所に保管されてあるべき書類ですが、給油所売買に伴う所有

者の変更や、企業の合併等により当初の書類が紛失されている場合があるため、当

該給油所の地下埋設タンクの構造及び設置年月日については、「市町村長等が当該

給油所の設置・変更に係る許可・検査を行った内容と照合した書類」の提出をもっ

て所定の書類の提出に代えることも可能としております。 
 
また、電気防食システム設置に係る工事については、補助事業を実施するに当た

っては、適正に工事が行われたかをいかにして確認するかが重要な要素となって参

りますが、電気防食工事においては、当該設備が設置の基準を満たしているかは外

観だけでは判断できないことから、各消防機関が行っている消防法第十一条第五項

に基づく完成検査を行う際に、当該設備が危険物の規制に関する技術上の基準の細

目を定める告示にて定められている電気防食の設置基準から判断して適切である

かの測定結果を確認することが有効と考えられます。 
 
以上の点に鑑み、地域における石油製品の安全かつ効率的な安定供給体制の確保

という本補助事業の趣旨を御理解頂き、給油所経営者等から各消防機関に対し、以

下２点につきお願いする場合には、各消防機関の御協力をいただきたいので、別添

による各消防機関へ連絡につき、御協力の程よろしくお願い申し上げます。 
・地下タンク構造及び設置年月日照合の実施（別紙１） 

・電気防食システム完成検査時の電気防食電位の確認の実施（別紙２） 

別紙 



平成２２年６月１６日 
 

 消防機関 御中 
 
 

経済産業省資源エネルギー庁 
資源・燃料部 石油流通課長 

 
「地域エネルギー供給拠点整備事業」に関する協力依頼について 

 
平素お世話になっております。 
当庁では、平成２２年度より、地域における石油製品の安全かつ効率的な安定供

給体制の確保を目指すため、給油所撤退における地下埋設タンク等の放置を防止す

るとともに、石油製品の供給不安地域等において給油所が事業継続を行えるよう支

援することを目的として、給油所の地下埋設タンク等の撤去並びに入換、内面ライ

ニング施工及び電気防食システム設置に係る工事費用の一部を補助する「地域エネ

ルギー供給拠点整備事業」を実施することとしております。 
 
この補助事業のうち、地下埋設タンク等の入換、内面ライニング及び電気防食の

補助申請に当たっては、給油所経営者等に対して、以下に掲げる３点の消防関係書

類を提出することを求めております。 
（１） 消防法に規定する地下埋設タンクを設置した時点の「危険物取扱所設置

許可申請書」写し、又は「危険物取扱所変更許可申請書」写し。 
（２） 上記申請書に添付する「地下タンク貯蔵所構造設備明細書」（構造・ 

材質の記述があること）写し。ただし「地下タンク貯蔵所構造設備明細書」

に記述が無い場合は、構造・材質の記述がある配管図とする。 
（３） 当該許可申請に係る消防法に規定する「完成検査済証」写し。 
これらは、本来給油所に保管されてあるべき書類ですが、給油所売買に伴う所有

者の変更や、企業の合併等により当初の書類が紛失されている場合があるため、当

該給油所の地下埋設タンクの構造及び設置年月日については、「市町村長等が当該

給油所の設置・変更に係る許可・検査を行った内容と照合した書類」の提出をもっ

て所定の書類の提出に代えることも可能としております。 
 
また、電気防食システム設置に係る工事については、補助事業を実施するに当た

っては、適正に工事が行われたかをいかにして確認するかが重要な要素となって参

りますが、電気防食工事においては、当該設備が設置の基準を満たしているかは外

観だけでは判断できないことから、各消防機関が行っている消防法第十一条第五項

に基づく完成検査を行う際に、当該設備が危険物の規制に関する技術上の基準の細

目を定める告示にて定められている電気防食の設置基準から判断して適切である

かの測定結果を確認することが有効と考えられます。 
 
以上の点に鑑み、地域における石油製品の安全かつ効率的な安定供給体制の確保

という本補助事業の趣旨を御理解頂き、給油所経営者等から各消防機関に対し、以

下２点につきお願いする場合には、御協力頂けますようよろしくお願い申し上げま

す。 
 
・地下タンク構造及び設置年月日照合の実施（別紙１） 

・電気防食システム完成検査時の電気防食電位の確認の実施（別紙２） 

別添 



 
「地域エネルギー供給拠点整備事業」における地下タンク構造及び設置年月日照合

の実施について（依頼） 
 
 

経済産業省資源エネルギー庁 
資源・燃料部 石油流通課長 

 
 
 

給油所経営者等から各消防機関に対し、以下様式に基づき、地域エネルギー供

給拠点整備事業」に係る地下タンク構造及び年月日照合願いがありました場合に

は、御協力をお願いいたします。 
 
 
 
 

別紙１



（様式） 
 

平成  年  月  日 
 

（○○市町村長） 殿 
 

地下タンク構造及び設置年月日照合願い 
 
地域エネルギー供給拠点整備事業の申請に当たり、下記の内容につきまして照合

していただきたく、お願い申し上げます。 
 

住 所（申請者所在地）         
氏 名（申請者名称）         印 
 
記 

 
１．設置場所：（当該給油所の住所を記入） 
 
２．設置者名：（当該給油所に地下タンクを設置（埋設）した給油所経営者等を記

入） 
 
３．設置地下タンクの油種・容量・構造及び地下タンク完成検査済年月日 
 
油種 容量 構造 完成検査済年月日

（所有する地下タ

ンク毎に油種を記

入） 

（所有する地下タ

ンク毎に容量（㍑）

を記入） 

（所有する地下タ

ンク毎に構造を記

入） 

（所有する地下タ

ンク毎に完成検査

済年月日を記入）

㍑ 年 月 日
㍑ 年 月 日
㍑ 年 月 日
㍑ 年 月 日
㍑ 年 月 日

 
上記のとおり相違ありません。なお、本照合書は、上記地下タンクの構造等に変更

があった場合等、照合の基礎となる事実に変更があった場合には失効します。 
 
平成  年  月  日 

（ 市 町 村 長 ） 



 
地下タンク構造及び設置年月日照合願い 事務取扱要領 

 

１ 照合書の適用範囲 
本照合書は、地域エネルギー供給拠点整備事業の申請書類として提出される

場合のみ適用する。 
 

２ 照合の対象 
地域エネルギー供給拠点整備事業の申請対象となる給油所の地下タンク 
 

３ 照合の対象 
(1) 照合を受けようとする者（地域エネルギー供給拠点整備事業補助金申請

者）は、別紙の照合書に必要事項を記載した上で、当該申請給油所を所管

する市町村長等（事務処理上の窓口：所管消防機関）に提出すること。 
※必ず所轄消防機関へ出向き、地域エネルギー供給拠点整備事業の申請書

類の一部であることを説明し、提出すること（郵送は認めない。）。 
(2) 照合を受けようとする者より別紙の照合書が提出された市町村長等（所

轄消防機関）は、照合書の内容について、当該給油所の設置・変更に係る

許可・検査（消防法第 11 条）を行った内容と照合し、内容に不備がない

場合は、当該照合書の下段に必要事項を記入する。また、内容に不備があ

った場合は、照合を受けようとする者に修正を指示する。 
 

４ 照合書の効力 
照合書は、当該地下タンクの構造等に変更があった場合等、照合の基礎とな

る事実に変更があった場合には失効する。 
 

５ その他 
国からの交付決定を受け、申請者に対し補助金を交付する民間団体等（補助

事業者）は、本照合書の管理及び取り扱いに注意すること。 
 

（参考 消防法（昭和二十三年七月二十四日法律第百八十六号） 抄） 
第十一条 製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとする者は、政令で定める

ところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、

貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければ

ならない。製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更しようと

する者も、同様とする。 
一 消防本部及び消防署を置く市町村（次号及び第三号において「消防本部

等所在市町村」という。）の区域に設置される製造所、貯蔵所又は取扱所

（配管によつて危険物の移送の取扱いを行うもので政令で定めるもの（以

下「移送取扱所」という。）を除く。） 当該市町村長 
二 消防本部等所在市町村以外の市町村の区域に設置される製造所、貯蔵所

又は取扱所（移送取扱所を除く。） 当該区域を管轄する都道府県知事 
三 一の消防本部等所在市町村の区域のみに設置される移送取扱所 当該市

町村長 
四 前号の移送取扱所以外の移送取扱所 当該移送取扱所が設置される区域

を管轄する都道府県知事（二以上の都道府県の区域にわたつて設置される

ものについては、総務大臣） 
 



 
「地域エネルギー供給拠点整備事業」における電気防食システム完成検査時の電

気防食電位の確認の実施について（依頼） 
 
 

経済産業省資源エネルギー庁 
資源・燃料部 石油流通課長 

 
 
給油所経営者等から各消防機関に対し、地域エネルギー供給拠点整備事業」に

係る電気防食システムの完成検査申請がありました場合には、以下の点について

御協力をお願いいたします。 
 

 
a．「地域エネルギー供給拠点整備事業」における電気防食設備の設置に係る完

成検査にあっては、危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示

に定められている対地電位の基準に適合していることを確認すること。 
 
b. 上記 a の完成検査にあっては、完成検査済証の備考欄に以下の文言を追記

すること。 
「平成○年○月○日の完成検査において、電気防食について危険物の規制

に関する技術上の基準の細目を定める告示第四条各号（第四条の四十九に

おいてその例による場合を含む。）に定める基準に適合していることを確

認。」 
 
 
（参考 危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示 抄） 

 
(地下配管の電気防食) 
第四条 規則第十三条の四の規定により、地下配管に電気防食を行う場合に

おいては、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。  
 一 配管の対地電位平均値は、飽和硫酸銅電極基準による場合にあつては

マイナス〇・八五ボルト、飽和カロメル電極基準による場合にあつて

はマイナス〇・七七ボルトより負の電位であつて、かつ、過防食によ

る悪影響を生じない範囲内とすること。  
 二 配管には、適切な間隔で電位測定端子を設けること。  
 三 電気鉄道の線路敷下等漏えい電流の影響を受けるおそれのある箇所

に設置する配管には、排流法等による措置を講じること。 
 
(地下貯蔵タンクの電気防食)  
第四条の四十九 規則第二十三条の二第一項第一号の告示で定める電気防

食は、第四条各号の規定の例による。 
 

別紙２


